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１．新たな地域医療構想に係る国の検討状況について
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新たな地域医療構想に関するとりまとめの概要
厚生労働省「新たな地域医療構想等
に関する検討会」とりまとめ資料
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新たな地域医療構想の記載事項に係る検討状況

厚生労働省「地域医療構想及び医療計画
等に関する検討会」資料
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新たな地域医療構想の記載事項に係る検討状況

厚生労働省「地域医療構想及び医療計
画等に関する検討会」資料
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新たな地域医療構想の記載事項に係る検討状況

厚生労働省「地域医療構想及び医療計
画等に関する検討会」資料
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新たな地域医療構想の記載事項に係る検討状況

厚生労働省「地域医療構想及び医療計
画等に関する検討会」資料
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新たな地域医療構想と各種計画の関係について

厚生労働省「新たな地域医療構想等
に関する検討会」資料
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地域医療構想調整会議での検討事項について

厚生労働省「地域医療構想及び医療計画等に
関する検討会」資料



２．本県における地域医療構想の進め方について



医療介護提供体制の課題整理／今後の対応方針の検討等

令和６（２０２４）年度

・ 必要病床数との差異の議論については、定量的基準の導入等によ
り一旦区切りを付ける。
・ 今後は、各構想区域における医療介護提供体制に関する課題につ
いて、毎回、テーマを絞って協議を進める。

※ 前半の会議では、救急医療提供体制等どの構想区域においても課題
となっているものを取りあげるが、今後は各構想区域の実情に応じて
優先度が高いものを中心に協議していく。

（案） 地域医療構想調整会議等における今後の協議の流れ

令和７（２０２５）年度

・ 上記課題に対して、今後の対応方針（案）に係る協議を進める。

※より具体的な内容を詰めるため、必要に応じて部会を設置して、協議を行う。

宇都宮構想区域 ： 区域対応方針に基づく取組を実施

宇都宮構想区域以外 ： 区域対応方針に相当する計画（グランドデザイン）を

策定し、取組を推進

→ 左例のような一覧表により課題を取りまとめ、見える化する。
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令和8（２０２6）年度

・ 新たな地域医療構想の策定
・ 課題の解決に向けた取組の検討、実施

地域医療構想調整会議における今後の協議の流れについて（R6年度調整会議で提示）
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進め方（スケジュール）について

令和８(2026)年度令和７(2025)年度令和６(2024)年度年度

新たな地域医療構想の策定【全圏域】
（グランドデザインも踏まえて、策定）

• 新たな地域医療構想に係る
ガイドライン検討【国】

• 区域対応方針に基づく取組の実施【宇都宮】
• グランドデザインの策定【宇都宮以外】

• モデル推進区域設定・区域対応方針
策定【宇都宮】

• 調整会議で救急医療、在宅医療の課
題に係る意見交換を実施【全圏域】

取組
内容

宇都宮圏域 ※推進区域宇都宮圏域以外月
○ 第１回宇都宮地域医療構想調整会議の開催
R7年度の地域医療構想の進め方
区域対応方針に基づく取組について
在宅医療に係る意見交換結果の共有 など

○ 第１回地域医療構想調整会議・県調整会議の開催
R7年度の地域医療構想の進め方
在宅医療に係る意見交換結果の共有 など

7月-
８月

○区域対応方針に基づく取組の実施○ 各地域でグランドデザインの素案を作成
これまでの調整会議での意見交換の結果などから作成

8月-
12月

○ 第２回宇都宮地域医療構想調整会議の開催
新たな地域医療構想に係る国検討状況の情報共有
区域対応方針に基づく取組状況の報告
県立病院のあり方検討の状況について

○ 第２回地域医療構想調整会議の開催
新たな地域医療構想に係る国検討状況の情報共有
各地域のグランドデザイン（素案）の協議12月

○ 区域対応方針に基づく取組の実施
○ 県全体のグランドデザイン案の検討

○ 第２回調整会議を踏まえ、グランドデザイン(素案)を修正
○ 県全体のグランドデザイン案の検討

１月-
２月

○ 第３回宇都宮地域医療構想調整会議の開催
区域対応方針に基づく取組状況の報告
県全体のグランドデザイン案を協議・策定
県立病院のあり方検討の状況について

○ 第３回地域医療構想調整会議・第２回県調整会議の
開催
各地域のグランドデザイン案の協議・策定
県全体のグランドデザイン案の協議・策定
県立病院のあり方検討の状況について

３月

スケジュール（全体）

スケジュール（R7年度予定）



両毛構想区域グランドデザイン(素案)について
安足健康福祉センター

資料２
令和７(2025)年12月19日

令和７(2025)年度第２回両毛地域医療構想調整会議並びに
両毛地域病院及び有床診療所会議 合同会議



今後の高齢化率上昇と人口減少がさらに進む2040年とその先を見据え、医療需要の変化に対応するため、限りある医療資源
(医療機関・医療従事者等)を有効かつ効率的に活用し、全世代が適切に医療・介護を受けることができ、医療従事者も持続可
能な働き方を確保できる医療提供体制を構築する。

両毛地域において、｢地域で完結・充実を目指す医療｣と｢広域・県域で対応する医療｣を次のとおり整理し、区域内の医療機関
間、医療機関・介護施設間の機能分化・連携の体制を明確にする。

他県(群馬県等)や他の構想区域(特に県南区域)から流入する患者への対応も前提とし、必要な医療提供体制を確保する。

医療機関間の連携、医療と介護の連携については、より具体的な手法により、円滑かつ継続的に連携が図られる体制を確保する。

救急医療については、あり方検討会の協議結果も踏まえつつ、地域・広域で必要な医療提供体制を確保する。

外来医療については、かかりつけ医機能報告と外来医療計画に基づき、外来医療機能の充実・連携の推進を図る。

人材確保については、医師確保計画等を踏まえ、医療従事者の偏在是正等効率的な活用を目指す。

将来の医療需要を見据えて、医療機関の役割分担を明確にし、不足する病床機能の再編・統合を図る。
※必要に応じ見直しを行い、2040年を見据えた次期地域医療構想に向けて深化させていく。

• 初期・二次救急
• 高齢者が罹患する疾患に対する医療
• 在宅復帰を目的とする医療
(リハビリテーション等)

• 療養生活を支える在宅医療等
• 新興感染症、災害医療

地域で完結・充実を目指す医療

• 緊急手術（高度、複雑）を要する医療
• 高度急性期医療
• 希少疾患に対する医療
• 新興感染症(重症)、結核医療、
災害医療(大規模)

広域・県域で対応する医療
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両毛構想区域グランドデザイン(素案)



対応方針現状・課題

• 圏域患者の流出入状況を分析し、医療機能や供給量
を把握した上で、適切な医療提供体制について検討す
る

• 病床の機能分化・連携を進め、円滑な転院等、入院医
療の充実を図る

• 県平均よりも人口減少が早く、特に年少人口と生産年
齢人口が減少。高齢化率が高く、高齢者の医療需要は
増加

• 入院は2030年をピークに減少、外来は既に減少傾向
• 入院患者の流入は栃木市および県外からの高齢者が多
く、一方で流出は県外を除くと県南圏域への傾向が顕著

医療需要

• 初期・二次救急の各段階における医療機関の役割分担
を整理する

• 入院早期から必要なリハビリテーションの提供等、高齢者
救急の受け入れ体制の在り方について検討を進める

• ACP推進など介護施設等で対応力の強化を図る
• 救急医療の適正利用に向け、県民等へ理解促進を図
る

• 初期・二次救急の患者数増加に対応できる人材の不足
• 二次救急の受け入れ体制ひっ迫
• 特定の病院への救急搬送の偏り
• 初期・二次・三次救急の棲み分けが不明瞭
• 救急医療の不適切な利用

救急医療

• 入院から在宅医療・介護施設への患者の移行状況等を
分析し、在宅医療の提供体制等の現状を把握する

• 関係機関と連携し、保健医療計画に基づく在宅医療体
制の強化と供給力向上を図る

• ACPの更なる普及啓発を行う
• 医療機関のICTやオンライン診療の活用を促進する

• 在宅医療の需要拡大に対応する医療機関等が不足
• 在宅患者の急変時の受け入れ先の確保が不十分
• ACP策定など患者の意思決定に係る支援が不足在宅医療

• 外来・在宅医療等の需要と資源の状況等を分析し、必
要な外来医療機能の確保・充実、分化・連携等の推進
を図る

• かかりつけ医機能制度の周知を図る
• へき地の医療提供を安定させる仕組みづくりを推進する

• 外来医療計画に基づく機能分化、連携が不十分(健
診・予防接種・時間外対応等)

• 医療機関等へのアクセス性を考慮した、へき地診療所の
機能充実が必要(オンライン診療等)

外来医療
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両毛構想区域グランドデザイン（素案）

両毛構想区域の現状・課題、対応方針①

・前回会議で｢地域完結｣に○を付けたもの
・「広域・県域で対応すべきもの」
・「地域内で対応すべきもの」



対応方針現状・課題

• 医療・介護データ等により現状を把握し、研修等の実施
により、医療機関と介護施設の役割・機能分担について
検討する

• 円滑で切れ目のない入退院調整等の支援を目指す
• 介護施設での管理・看取り・緊急対応・ACPを含む連携
強化を図る

• 退院後や療養生活において、医療機関・在宅医療機
関・介護施設の機能分化と、多職種による連携体制が
必要

• 介護施設での看取り体制が不十分
医療と介護の
連携

• 医師の地域間や診療科間の偏在是正、地域枠を用い
た医療従事者の確保・養成を図る

• 医師以外の医療従事者についても、養成のあり方や離
職の課題、専門性を発揮した効果的な活用を進める

• 過疎地域等については、拠点となる医療機関から医師
派遣や巡回診療、ICTの活用を推進する

• 労働環境の改善のため、働き方改革等の推進を行う

• 医療従事者の不足により、休日夜間診療の継続が困難
になるおそれ

• 小児科や産婦人科など、特定の診療科で深刻な医師
不足と高齢化が進行

• がん等専門分野への体制が不十分
• 医師の働き方改革を推進しつつ、医療提供体制の維
持・確保が必要

人材確保

• 医療機関の役割分担を明確化し、将来の医療需要を
踏まえた連携・再編・集約化や、病床機能の分化・連携
による急性期病院の後方支援体制の充実など、効果
的・効率的な医療提供体制について検討する

• 急性期治療後のリハビリ体制が不十分で、回復期・慢
性期病床の不足から転院調整が難航

その他
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両毛構想区域グランドデザイン（素案）

両毛構想区域の現状・課題、対応方針②

・前回会議で｢地域完結｣に○を付けたもの
・「広域・県域で対応すべきもの」
・「地域内で対応すべきもの」



かかりつけ医機能報告制度について

1. 本制度について
１）趣旨：地域によって大きく異なる人口構造の変化に対応して、「治す治療」から「治し、支える治療」を実現するためにこれまでの地域医療構想や地域包括

ケアの取組に加えて、かかりつけ医機能を発揮されるために行われた制度整備の一つ。
地域の医療機関等をはじめとする多職種が機能や専門性に応じて連携し、効率的に質の高い医療を提供し、フリーアクセスのもと、必要な時に必要な
医療を受けられる体制を確保することに重きをおいている。(かかりつけ医機能の確保に関するガイドライン(第1版)より）

２）概要：
各医療機関からかかりつけ医機能について都道府県知事に報告をする。
都道府県知事はかかりつけ医機能の確保に係る体制を有することを確認し、外来医療に関する地域の関係者との協議の場に報告するとともに公表し、協議の
場で地域で必要なかかりつけ医機能を確保するための具体的方策を検討・公表する。

2. かかりつけ医機能報告制度のスケジュール
1-3月 医療機関が報告 4-6月 報告内容の集計・分析等 7月頃 協議の場の開催 12月頃 協議の場の結果の公表
のサイクルを毎年繰り返す形。

3. かかりつけ医機能報告の内容・報告方法
令和６年４月から開始されている医療機能情報提供制度と同時期(1～3月)にG-MISから、１号機能(日常的な診療を総合的かつ継続的に行う機能)と、１号機能
を有する医療機関は２号機能（①通常の診療時間外の診療、②入退院時の支援、③在宅医療の提供、④介護サービス等と連携した医療提供）を報告する。

5. Web説明会・問い合わせ先
(1) かかりつけ医機能報告制度Web説明会(栃木県医師会との合同説明会)

日時：12月23日 14:00～15:30
方法：ライブ配信(Zoom、YouTube)、アーカイブ配信(YouTube)

(2) 問い合わせ先
① 制度・報告内容については、栃木県庁保健福祉部医療政策課在宅医療・介護連携担当宛て
② G-MISのシステム操作については、厚生労働省G-MIS事務局宛て(土日祝日以外、平日９時～17時)

※かかりつけ医機能：身近な地域における日常的な診療、疾病の予防のための措置その他の医療の提供を行う機能
報告対象医療機関：特定機能病院及び歯科医療機関を除く病院及び診療所

資料１

資料２

資料３

資料４

資料５

資料
３

令和７(2025)年12月19日

令和７(2025)年度第２回両毛地域医療構想調整会議
並びに両毛地域病院及び有床診療所会議 合同会議



かかりつけ医機能が発揮される制度整備

令和５年９月29日 第102回社会保障審議会医療部会

令和７年６月 かかりつけ医機能の確保に関するガイドライン

一部の医療機関を優良なものとして認定したり、患者の受療行動に制限を加えるといったものではなく、
必要なときに迅速に必要な医療を受けられるフリーアクセスの考え方のもとで、国民・患者がそのニーズ
に応じてかかりつけ医機能を有する医療機関を適切に選択できるための情報提供を強化し、地域の実情に
応じて、各医療機関が機能や専門性に応じて連携しつつ、自らが担うかかりつけ医機能の内容を強化する
ことで、地域において必要なかかりつけ医機能を確保することが目的であることに留意が必要です。

資料１



かかりつけ医機能が発揮される制度整備

令和５年９月29日 第102回社会保障審議会医療部会

※注意
本制度におけるかかりつけ医機能とは、日本医師会が行っている日医かかりつけ医機能研修制度でのかか
りつけ医の定義（「なんでも相談出来る上、最新の医療情報を熟知して、必要な時には専門医、専門医療
機関を紹介でき、身近で頼りになる地域医療、保健、福祉を担う総合的な能力を有する医師」）とは異な
るものです。



医療機関が行う事

① かかりつけ医機能の報告
※対象医療機関

特定機能病院及び歯科医療機関を除く
病院及び診療所

（「かかりつけ医機能報告対象病院等」）
(⑥ 協議の場の参加)

都道府県が行うこと

③ 報告内容の確認
④ 報告内容の公表
⑥ かかりつけ医機能を確保するために

必要な具体的な方策の検討
（協議の場の開催）

⑦ 協議結果の公表

1月～３月

かかりつけ医機能報告制度概要

7月以降

12月

4月以降

令和７年11月 かかりつけ医機能報告マニュアル（医療機関用）

本年度は初年度のため、まず報告内容の確認ととりまとめまでを行い、
その結果を令和8年度の７月の地域医療構想調整会議で報告する予定です。（協議の場を含め以降は未定です）

資料２



かかりつけ医機能報告の主な年間スケジュール

令和７年11月 かかりつけ医機能報告マニュアル（医療機関用）

資料３

医療機能情報提供制度
と同時に報告

12月頃2

協議結果の
公表



かかりつけ医機能報告内容

令和７年11月 かかりつけ医機能報告マニュアル（医療機関用）

かかりつけ医機能 （1号機能）を有する医療
機関の要件として、報告したかかりつけ医機
能の一定の内容を院内掲示をする必要があり
ます。

書式は厚生労働省及び県のホームページから
入手できます（後述）
またG-MISにおいて院内掲示用の様式を出力
することができます。

資料４



報告方法

医療機能情報提供制度に基づく報告と同様に医療機関等情報支援システム（G-MIS）にて回答をお願いします。
入力方法の詳細についてはかかりつけ医機能報告マニュアルをご参考ください。
かかりつけ医機能報告マニュアルは、県の方より対象医療機関宛てに郵送する予定です（12月中旬予定）
また、厚生労働省、栃木県のホームページには動画も掲載されていますので、ご活用ください。

かかりつけ医機能報告制度から回答ログイン先を選択ログイン

G-MISを選択いただき、医療機能情報提
供制度で設定されたユーザー名とパス
ワードを入力してログインをしてくださ
い。

医療機能情報提供制度の報告ではかかり
つけ医機能報告制度で報告した内容を取
り込む事が出来ます。



栃木県保健福祉部医療政策課 在宅医療・介護連携担当宛て
電話：028-623-3046 メール：iryo@pref.tochigi.lg.jp制度・報告内容について

厚生労働省G-MIS事務局 土日祝日を除く平日９時～17時
電話：050-3355-8230 メール：helpdesk@gmis.mhlw.go.jpシステムについて

お問い合わせ先

日時 ：12月23日(火) 14時00分～15時30分
開催方法：Zoom, YouTubeでのライブ配信

※配信内容はYouTube(同URL)にてアーカイブ配信を行います。

かかりつけ医機能報告Web説明会（栃木県・栃木県医師会合同）

Zoom
https://zoom.us/j/8340153125?pwd=NXhKR1IzWE95Z1BHUWhPaGd2OFZRdz09
ID : 834 015 3125 パスコード : 307980

YouTube
https://youtube.com/live/iFQ9OQMYV50?feature=share

資料５












































